
2.多摩市の現状と交通課題
 

 

 
図 2.18 交通不便地域  出典：基盤地図情報数値標高モデル（平成 21（2009）年）、国土数値情報（平成 22（2010）年）、ふるさとマップ多摩市全図（平成 27(2015)年）より作成

市内バス停 

多摩市ミニバス路線 

市内バス路線 
 
バス停からの高低差が 10m 以上の地域（鉄軌道駅から 500m 圏内は除く） 
 
バス停から 300m 以上離れた地域または鉄軌道駅から 500m 以上離れた地域 
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 2.多摩市の現状と交通課題
 

 

 

交通事故状況 
交通事故件数は、平成 27 年に 340 件となっており、平成 23 年と比較すると 4 割近く減少して

います。また、自転車事故件数は、平成 27 年に 62 件となっており、平成 23 年と比較すると 6 割

近く減少しています。さらに、歩行者事故件数は、平成 27 年に 39 件となっており、平成 23 年

と比較すると 5 割近く減少しています。 
多摩市では、事故件数が減少しているものの、全国的に見ると自転車の安全利用を念頭にした

「道路交通法」の改正や、安全で快適な自転車利用環境の創出のため「自転車活用推進法」が施

行されるなど、自転車利用者が安全かつ快適に走行ができるような整備、自転車からの歩行者の

安全性確保がより一層重要になってきています。 

  
図 2.19 自転車事故件数と総事故件数（台） 

 出典：第 10 次多摩市交通安全計画（平成 28（2016）年度～平成 32（2022）年度） 

 
図 2.20 自転車活用推進法の基本方針 

 出典：自転車活用推進法（平成 29（2017）年） 
 

シェアサイクル 

シェアサイクルとは、街中に複数のサイクルポート（シェアサイクルの貸出・返却場となる自転車置き場）を設置

し、利用者がどのポートからでも借用、返却ができるレンタル自転車サービス。「自転車シェアリング」「コミュニ

ティサイクル」などとも呼ばれます。 
路外駐車場 

道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設で一般公共の用に供する駐車場（特定の者が利用する駐車場

（月極駐車場，専用駐車場）は含まず）。一般的には、時間貸し駐車場、買物客以外も利用可能な商業施設駐車場

等が該当。 
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本計画の策定にあたり、多摩市では以下の 5 つのアンケート調査と、多摩市ミニバスの乗降調

査、自転車の交通量調査を実施しました。ここでは、これらアンケート調査等の結果を基に、市

内の公共交通の利用実態を示します。なお調査の集計結果は、巻末の参考資料に示します。 
 

① 公共交通の利用状況に関するアンケート調査（以後、鉄道駅アンケート） 
・鉄道駅利用者へ配布 

② ミニバスの利用状況に関するアンケート調査（以後、ミニバスアンケート） 
・ミニバス利用者へ配布 

③ 自転車の利用状況に関するアンケート調査（以後、駐輪場アンケート） 
・駐輪場利用者へ配布 

④ 公共交通に関する市民意識調査（交通不便地域以外）（以後、市民意識アンケート） 
・交通不便地域以外へポスティング 

⑤ 公共交通に関する市民意識調査（交通不便地域）（以後、交通不便地域アンケート） 
・交通不便地域へポスティング 

⑥ 多摩市ミニバスの乗降調査（以後、ミニバス調査） 
・ミニバス利用者を計測 

⑦ 自転車の交通量調査（以後、自転車交通量調査） 
・市内 4 箇所の調査地点で「スポーツサイクル」と「その他の自転車」を計測 

  

2.2 公共交通の利用実態及び市民意識 
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2.多摩市の現状と交通課題
 

 

調査概要 
各アンケートの調査票は、調査地点において手渡しまたはポスティングにより配布し、ご記入

いただいた調査票を郵送にて回収しました。なお、駐輪場アンケート調査では、郵送のほかに駐

輪場に設置した回収箱による回収も行いました。ミニバス調査、自転車交通量調査は、調査員に

よる目視やカードの配布回収により乗降者数や交通量をカウントしました。 
各調査の実施状況は以下のとおりです。 

表 2-2 調査の実施状況 

調査内容 調査日 配布枚数 回収枚数 回収率 配布方法 

①鉄道駅 
アンケート

7/12（水） 6,800 枚 2,202 枚 32.4% 
聖蹟桜ヶ丘駅、永山駅 
多摩センター駅 
唐木田駅にて配布 

②ミニバス 
アンケート

7/11（火） 2,720 枚 1,567 枚 57.6% ミニバス車内にて配布 

③駐輪場 
アンケート

7/20（木） 1,650 枚 341 枚 20.7% 駐輪自転車の前かごやハン

ドルへ配布 

④市民意識 
アンケート

7/24（月）

7/25（火）
1,582 枚 690 枚 43.6% 住宅のポストへ投函 

⑤交通不便地域 
アンケート

7/24（月）

7/25（火）
1,583 枚 616 枚 38.9% 住宅のポストへ投函 

調査内容 調査日 
【天候】 調査時間 調査箇所 調査方法 

⑥ミニバス調査 

7/11（火）

【晴れ】 
7/13（木）

【曇り】 
7/16（日）

【曇り】 

始発～ 
終発 

南北線 
東西線 ミニバス利用者を計測 

⑦自転車交通量 
調査

7/24（月）

【曇り】 
7:00～ 
19:00 

川崎街道 
野猿街道 

多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ通り 
南多摩尾根幹線 

「スポーツサイクル」と 

「その他の自転車」を計測
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日常生活における移動手段（市民意識アンケート、交通不便地域アンケートより） 
日常生活における移動手段は、「自動車（自分で運転）」が約 20～25%を占めており、「鉄道」、

「路線バス」、「自転車」、「徒歩」で約 65～70%を占めています。 
移動目的は、「通勤」と「通学」が約 35%～50%を占めており、「買物」、「通院・検診」、「飲食・

娯楽」で約 40～50%を占めています。 

 
図 2.21 日常生活における移動手段 

※市民意識アンケート・交通不便地域アンケート：問 1-3 より 

 

 
図 2.22 移動目的（一般地域） 

※市民意識アンケート：問 1-2 より 
図 2.23 移動目的（交通不便地域） 

※交通不便地域アンケート：問 1-2 より 
 
また、次項に示す図 2.4 は日常生活における移動手段が、どのような移動目的で構成されてい

るのかを示した図です。 
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2.多摩市の現状と交通課題
 

移動目的別に見てみると、全体の移動手段で約 20～25％を占めている「自動車（自分で運転）」

は、「通学」、「通院・検診」では約 10％以下となっています。一方で、それ以外の移動目的では、

「業務」で 45％以上、「飲食・娯楽」で 33％以上など、多くが 30％を超える割合を示しています。   
「路線バス」、「自転車」、「徒歩」を利用した移動は、各移動目的で約 10～20％を占めています。 
「鉄道」を利用した移動は、「通勤」、「通学」の利用目的では約 40～50％を占めていますが、

他の利用目的では約 10％に留まっています。 
「タクシー」を利用した移動は、交通不便地域かつ「通院・検診」目的の方に限り、約 20％を

占めています。 

 
図 2.24 各移動目的での移動手段 

※市民意識アンケート・交通不便地域アンケート：問 1-2 および問 1-3 より 
 

調査時に定義した交通不便地域 
鉄軌道駅から半径 500m 以内またはバス停(日運行 15 本以上)から半径 300m 以内で、高低差が 10m 以上の地域。 
鉄軌道駅から 500m 以上離れた地域・バス停から 300m 以上離れた地域。  
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自宅から鉄道駅までの交通手段（鉄道駅アンケートより） 
市内の自宅から鉄道駅まで、50%以上の方が「徒歩」にてアクセスしています。この傾向が特に

顕著な唐木田駅では、85%以上の方が「徒歩」でアクセスしています。2 番目に多い交通手段が

「路線バス」であり、3 番目に多い交通手段が「自転車」となっています。これらの交通手段によ

り全体の約 90%を占めています。なお唐木田駅に関しては、「路線バス」を利用される方が他の鉄

道駅と比べて、非常に少なくなっています。 
 

 
図 2.25 市内の自宅から鉄道駅までの交通手段分担率 

※鉄道駅アンケート：問 2 より 
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人の移動状況（鉄道駅アンケートより） 
 鉄道駅アンケートでは、「市内の自宅から市外の目的地への移動」が約 50％を占め、「市外の

自宅から市内の目的地への移動」と「市内の自宅から市内の目的地への移動」が約 20％と同程

度の割合となっています。また、「通過利用の移動」は約 12％となっています。 
 次頁以降に示す図 2.27、2.28、2.29 は、鉄道駅アンケートの問 2 の回答を基に、「市内の自宅

から市外の目的地への移動」「市外の自宅から市内の目的地への移動」「市内の自宅から市内の目

的地への移動」を詳細に分析したものです。それぞれの移動の中で多摩市を中心に都市間の移動

がどの程度の割合で発生しているかを示しています。都内は区部と多摩地域の市町村、その他地

域は都道府県単位で分類し、分析しています。 
 「市内の自宅から市外の目的地への移動（図 2.27）」では、その半数が区部へと移動していま

す。区部への移動以外では、近隣の都市（神奈川県、八王子市、調布市、府中市など）への移動

が多くを占めています。 
 「市外の自宅から市内の目的地への移動（図 2.28）」で最も多くを占める移動は、八王子市か

らの移動で約 22%を占めています。次いで、神奈川県（約 17%）や区部（約 13%）、日野市（約

10%）となっています。その他の移動では、隣接する都市（町田市、府中市、稲城市、調布市な

ど）からの移動が多くを占めています。 
 「通過利用の移動（図 2.29）」で最も多くを占める移動は、区部から八王子市、八王子市から

区部への移動で約 22%を占めています。次いで、八王子市から神奈川県、神奈川県から八王子

市への移動で約 11%を占めています。その次に、区部から町田市、町田市から区部への移動で約

8%となっています。その他の移動では、隣接する都市（日野市⇔神奈川県、八王子市⇔町田市、

立川市⇔神奈川県など）間での移動が多くを占めています。 

 
図 2.26 人の移動状況 

※鉄道駅アンケート：問 2 より 
 

通過利用移動 
市外の自宅から市外の目的地へと移動する際に多摩市を経由して行く移動。
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図 2.27 市内から市外への移動分布割合 

※鉄道駅アンケート：問 2 より 

表 2-3 市内から市外への移動分布割合一覧表 

 
※鉄道駅アンケート：問 2 より 

 

順
位

居住地 目的地
移動分布

割合
順
位

居住地 目的地
移動分布

割合
順
位

居住地 目的地
移動分布

割合

1 多摩市 区部 54.60% 11 多摩市 狛江市 0.64% 21 多摩市 長野県 0.21%

2 多摩市 神奈川県 11.78% 12 多摩市 三鷹市 0.64% 22 多摩市 青梅市 0.11%

3 多摩市 八王子市 7.49% 13 多摩市 武蔵野市 0.64% 23 多摩市 静岡県 0.11%

4 多摩市 調布市 5.78% 14 多摩市 千葉県 0.54% 24 多摩市 小金井市 0.11%

5 多摩市 府中市 4.93% 15 多摩市 小平市 0.32% 25 多摩市 武蔵村山市 0.11%

6 多摩市 立川市 2.68% 16 多摩市 茨城県 0.32% 26 多摩市 羽村市 0.11%

7 多摩市 町田市 2.46% 17 多摩市 国立市 0.21% 27 多摩市 清瀬市 0.11%

8 多摩市 稲城市 2.25% 18 多摩市 東大和市 0.21% 28 多摩市 西東京市 0.11%

9 多摩市 日野市 1.82% 19 多摩市 国分寺市 0.21% 29 多摩市 東村山市 0.11%

10 多摩市 埼玉県 0.96% 20 多摩市 昭島市 0.21% 30 多摩市 檜原村 0.11%

31 多摩市 群馬県 0.11%

-28-



2.多摩市の現状と交通課題
 

 
図 2.28 市外から市内への移動分布割合 

※鉄道駅アンケート：問 2 より 

表 2-4 市外から市内への移動分布割合一覧表 

※鉄道駅アンケート：問 2 より 

 

順
位

居住地 目的地
移動分布

割合
順
位

居住地 目的地
移動分布

割合
順
位

居住地 目的地
移動分布

割合

1 八王子市 多摩市 21.96% 9 埼玉県 多摩市 3.34% 17 羽村市 多摩市 0.48%

2 神奈川県 多摩市 16.71% 10 立川市 多摩市 1.43% 18 国立市 多摩市 0.48%

3 区部 多摩市 13.13% 11 茨城県 多摩市 0.95% 19 昭島市 多摩市 0.48%

4 日野市 多摩市 10.74% 12 狛江市 多摩市 0.72% 20 青梅市 多摩市 0.48%

5 町田市 多摩市 6.92% 13 三鷹市 多摩市 0.72% 21 国分寺市 多摩市 0.24%

6 府中市 多摩市 6.44% 14 西東京市 多摩市 0.72% 22 小金井市 多摩市 0.24%

7 稲城市 多摩市 6.21% 15 武蔵野市 多摩市 0.72% 23 東久留米市 多摩市 0.24%

8 調布市 多摩市 6.21% 16 千葉県 多摩市 0.48%
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図 2.29 通過利用の移動分布割合 

※鉄道駅アンケート：問 2 より 

表 2-5 通過利用における移動分布割合一覧表（1％未満を除く） 

  
※鉄道駅アンケート：問 2 より 

順
位

発着地 経由地 発着地
移動分布

割合
順
位

発着地 経由地 発着地
移動分布

割合

1 区部 多摩市 八王子市 22.54% 11 稲城市 多摩市 神奈川県 2.55%

2 八王子市 多摩市 神奈川県 11.06% 12 町田市 多摩市 神奈川県 2.55%

3 区部 多摩市 町田市 7.66% 13 八王子市 多摩市 調布市 2.13%

4 日野市 多摩市 神奈川県 5.53% 14 区部 多摩市 日野市 1.70%

5 八王子市 多摩市 町田市 4.25% 15 八王子市 多摩市 日野市 1.70%

6 立川市 多摩市 神奈川県 3.83% 16 町田市 多摩市 日野市 1.70%

7 八王子市 多摩市 八王子市 3.40% 17 八王子市 多摩市 狛江市 1.29%

8 八王子市 多摩市 立川市 2.98% 18 町田市 多摩市 町田市 1.28%

9 神奈川県 多摩市 神奈川県 2.98% 19 八王子市 多摩市 稲城市 1.28%

10 区部 多摩市 神奈川県 2.55%
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鉄道に関する満足度（鉄道駅アンケートより） 
鉄道駅の総合的な満足度は、約 70%の方が「満足」または「やや満足」と評価しています。各

設問で見ると、「駅の施設（トイレや待合室など）」と「鉄道と鉄道の乗り換え」について、「不満

足」または「やや不満足」と答えた方の割合が多くなっています。また、「乗り継ぎの情報や案内

のわかりやすさ」について、「満足」または「やや満足」と答えた方の割合が少なくなっています。 
 

 
図 2.30 駅利用者に聞いた鉄道駅に関する満足度 

※鉄道駅アンケート：問 3 より 
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バスに関する満足度（鉄道駅アンケートより） 
バスの総合的な満足度は、約 70%の方が「満足」または「やや満足」と評価し、約 10%の方が

「不満足」または「やや不満足」と評価しています。 
各設問で見ると、「バスの運行本数」、「バス停の環境（ベンチ、屋根等）」、「バスの終発時間」に

ついて、「不満足」または「やや不満足」と答えた方の割合が 40%を超えています。 
 

 
図 2.31 バスに関する満足度資料 

※鉄道駅アンケート：問 4 より  
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ミニバスの利用状況（ミニバスアンケートより） 
ミニバスの利用目的は、約 25%の方が「通勤」または「通学」であり、約 55%の方が「買物」、

「通院・検診」、「飲食・娯楽」となっています。また、ミニバスを利用されている方の利用頻度

は、「週 5 日以上」と「週 3～4 日」の割合が約 65%となっています。 
このことからミニバスは、買物や通院などの市内の移動のために、日常的に利用されているこ

とがわかります。 
また、ミニバスを廃止した場合の代替移動手段については、70 歳代以上の方や 10 歳代の方の

約 40%が「代替移動手段が無い」と答えています。20 歳代から 60 歳代の方で「代替移動手段が

無い」と答えた方の割合は 30%以下となっています。 
このことから、高齢の方や若年層では他世代の方より日常の移動手段においてミニバスに依存

している傾向にあることがわかります。 

 
図 2.32 ミニバスの利用目的 

※ミニバスアンケート：問 1 より 
図 2.33 ミニバスの利用頻度 

※ミニバスアンケート：問 3 より 

 
図 2.34 年代別ミニバス廃止時の移動手段の有無 

※ミニバスアンケート：個人属性（年齢）および問 6 より 
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ミニバスに関する満足度（ミニバスアンケートより） 
ミニバスを利用されている方の満足度を以下に示します。ミニバスの総合的な満足度は、約 70%

の方が「満足」または「やや満足」と評価しています。 
その一方、約 70%の方が「バスの運行本数」について、「不満足」または「やや不満足」と答え

ています。また、「バス停の環境（ベンチ、屋根等）」と「バスの終発時間」について、約 40%の

方が「不満足」または「やや不満足」と答えています。 

 
図 2.35 ミニバスの満足度 

※ミニバスアンケート：問 5 より  
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今後のミニバスのあり方に関する市民意識 
（市民意識アンケート、交通不便地域アンケートより） 
今後のミニバスのあり方として、約 20～25%の方が「財政負担を増やしてでもサービス向上を

図るべき」と答えており、約 30～35%の方が「現状を維持すべき」と答えています。「サービス水

準を低下させてでも、財政負担を減らすべき」と答えた方は、約 10%にとどまっています。 
 
 

 
図 2.36 今後のミニバスのあり方に関する市民意識 

※市民意識アンケート・交通不便地域アンケート：問 4 より 
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ミニバス利用状況（ミニバス調査より） 
 多摩市ミニバスの乗降者数は、本計画の策定にあたり利用者数の調査を実施しました。ここで

は、利用者数調査の概要を示します。なお利用者数調査の集計結果は、巻末の参考資料に示しま

す。 
ミニバスの利用者数は、各路線ともに平日の方が休日よりも利用者数が多くなっています。東

西線は右循環と左循環で利用者数に大きさ差はありません。その一方、南北線に関しては、1 日

7 本運行している愛宕ルートの方が、1 日 10 本運行している桜ヶ丘・和田ルートよりも利用者

数が多くなっています。 
各路線における時間帯別の乗車人数は、朝と夕方だけでなく、正午前後の乗車人数が多くなっ

ています。ミニバスの利用特性として、アンケート調査から通勤・通学だけでなく、買物や通院

などのために利用される方が多いことがわかっています。今回の調査結果からも、買物や通院な

どに利用されているものと推測できます。 
また、バスに乗車してから降車するまで利用者数が多い路線は、東西線右循環では、第 1 位が

永山駅バス停から中諏訪バス停までで 171 人、第 2 位が永山駅バス停から永山けやき坂バス停

で 168 人、第 3 位が多摩センター駅バス停から豊ヶ丘二丁目北バス停で 166 人です。東西線左

循環では、第 1 位が永山駅バス停から貝取北公園通りバス停までで 137 人、第 2 位が中諏訪バ

ス停から永山駅バス停で 103 人、第 3 位が永山駅バス停から貝取北公園東バス停で 92 人です。

南北線愛宕ルートでは、第 1 位が第三公園バス停から多摩センター駅バス停までで 56 人、第 2
位が多摩センター駅バス停からロケット公園前バス停で 22 人、第 3 位が永山駅バス停から第三

公園前バス停で 21 人です。南北線桜ヶ丘・和田ルートでは、第 1 位が総合体育館バス停から永

山駅バス停までで 14 人、第 2 位が桜ヶ丘一丁目バス停から永山駅バス停で 13 人、第 3 位が永

山駅バス停から総合体育館バス停で 12 人です。 

 
図 2.37 多摩市ミニバスの利用者数 
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図 2.38 東西線（右循環）の時間帯別利用者数 

 

 

図 2.39 東西線（左循環）の時間帯別利用者数 
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図 2.42 多摩市ミニバスの乗降者数 
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表 2-6 東西線右回り OD 1 位から 10 位 

  乗車バス停 降車バス停 人数（人） 

1 位 永山駅 中諏訪 171 
2 位 永山駅 永山けやき坂 168 
3 位 多摩センター駅 豊ヶ丘二丁目北 166 
4 位 貝取北公園通り 永山駅 144 
5 位 貝取北公園東 永山駅 113 
6 位 多摩センター駅 豊ヶ丘北公園 87 
7 位 永山駅 馬引沢二丁目 81 
8 位 多摩南部地域病院 多摩センター駅 78 
9 位 多摩センター駅 豊ヶ丘二丁目東 59 
10 位 多摩センター駅 永山駅 51 

表 2-7 東西線左回り OD 1 位から 10 位 
  乗車バス停 降車バス停 人数（人） 

1 位 永山駅 貝取北公園通り 137 
2 位 中諏訪 永山駅 103 
3 位 永山駅 貝取北公園東 92 
4 位 豊ケ丘二丁目北 多摩センター駅 88 
5 位 多摩センター駅 多摩南部地域病院 85 
6 位 永山けやき坂 永山駅 85 
7 位 諏訪三丁目 永山駅 76 
8 位 馬引沢二丁目 永山駅 71 
9 位 多摩センター駅 新天本病院 60 
10 位 豊ヶ丘二丁目東 多摩センター駅 55 

表 2-8 南北線愛宕ルート OD 1 位から 5 位 
  乗車バス停 降車バス停 人数（人） 

1 位 第三公園前 多摩センター駅 56 
2 位 多摩センター駅 ロケット公園前 22 
3 位 永山駅 第三公園前 21 
4 位 永山駅 水道塔前 18 
5 位 多摩センター駅 コンセボール前 18 

表 2-9 南北線桜ヶ丘・和田ルート OD 1 位から 5 位 
  乗車バス停 降車バス停 人数（人） 

1 位 総合体育館 永山駅 14 
2 位 桜ヶ丘一丁目 永山駅 13 
3 位 永山駅 総合体育館 12 
4 位 地蔵堂 永山駅 12 
5 位 永山駅 桜ヶ丘二丁目坂 11 

 
OD 
Origin（起点・出発点）と Destination（終点・目的地）の略で、当該調査においては乗車バス停から降車バス停
までの移動量を示す。この移動量は、7/11(火),7/13(木),7/16(日)の三日間の合計。  
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2.多摩市の現状と交通課題
 

 

自転車の利用状況（駐輪場アンケートより） 
自転車で歩道のある道路を走行する際に「車道の走行割合が 2 割未満」で、ほとんど歩道を走

行すると答えている方が 40%存在しています。その反対に「車道の走行割合が 8 割以上」で、ほ

とんど車道を走行する方は、20％となっています。 
歩道を選択する理由としては、「車との接触を避けるため」と答えている方が約 40%となってお

り、「車の邪魔になる」と答えている方が約 20%となっています。また車道を選択する理由として

は、「人との接触を避けるため」と答えている方が約 35%となっており、「車道走行が原則」と答

えている方が約 20%となっています。 
このことから自転車利用者は、それぞれが交通安全に留意し、車道と歩道のどちらを走行する

かを選択していることがわかります。 

 
図 2.43 歩道がある場合に「車道」を走行する割合 

※駐輪場アンケート：問 4 より 

  

 
図 2.44 車道を走行する理由 

※駐輪場アンケート：問 4 より 
図 2.45 車道を走行しない理由 
※駐輪場アンケート：問 4 より 

  

40%

14%

16%

11%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

車道の走行割合が2割未満である

車道の走行割合が2割以上4割未満である

車道の走行割合が4割以上6割未満である

車道の走行割合が6割以上8割未満である

車道の走行割合が8割以上である

車道走行割合
(N=313)

車道走行が原則
21%

歩道より快適
15%

歩道より早い
13%

人との接触を避けるため
35%

放置自転車が邪魔
1%

歩行者優先だから
15%

(N=581)

習慣
15%

車道より快適
7%

車道より早い
3%

車との接触を避けるため
42%

路上駐車が邪魔
10%

車の邪魔になる
23%

(N=659)
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2.多摩市の現状と交通課題
 

 

自転車利用状況（自転車交通量調査より） 
 本計画の策定にあたり自転車の交通量調査を実施しました。ここでは、自転車の交通量調査の

概要を示します。自転車の交通量調査の集計結果は、巻末の参考資料に示します。 
 各調査地点の交通量は、地点１（川崎街道上）では 483 台（スポーツサイクル：247 台

（51.1％））、地点 2（野猿街道上）では 1,065 台（スポーツサイクル：283 台（26.6％））、地点

3（多摩ニュータウン通り上）では 784 台（スポーツサイクル：325 台（41.5％））、地点 4（南

多摩尾根幹線上）では 1,264 台（スポーツサイクル：984 台（77.8％））です。スポーツサイク

ルの利用割合は、地点 4 が最も高く、地点 2 が最も低くなっています。 

【自転車の利用状況に関する交通量調査】 

調査日時 

【休日調査日】平成 29 年 7 月 9 日（日） 【調 査 時 間】7:00～19:00（連続 12 時間） 

調査地点 

  

図 2.46 調査地点 

 

調査方法（自転車交通量調査） 
 調査員が数取器を用いて各流出地点で方向別、車道・歩道の別により自転車をカウントしま

した。 
 カウントした自転車は、「スポーツサイクル」と「その他の自転車」です。 

①スポーツサイクル：利用者が成人かつヘルメットを着用し、前かごがない場合 
②その他の自転車：スポーツサイクル以外 
  （シティサイクル、折りたたみ自転車、電動自転車等） 
 
集計時間：10 分毎に集計したものをまとめ、1 時間毎の集計としました。 

 

1 
川崎街道 
（東京都多摩市連光寺 1 丁目 2 番地先）

2 
野猿街道 
（東京都多摩市和田 1893 地先） 

3 
多摩ニュータウン通り 
（東京都多摩市乞田 1340 地先） 

4 
南多摩尾根幹線道路 
（東京都多摩市南野 1 丁目 2 番地先）
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2.多摩市の現状と交通課題
 

  
図 2.47 自転車交通量調査結果 

 
図 2.48 地点 1 時間帯別の交通量の推移（時台）  図 2.49 地点 2 時間帯別の交通量の推移（時台） 

   
図 2.50 地点 3 時間帯別の交通量の推移（時台） 図 2.51 地点 4 時間帯別の交通量の推移（時台）
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2.多摩市の現状と交通課題
 

 

交通不便地域の状況（市民意識アンケート、交通不便地域アンケートより） 
交通不便地域において公共交通が不便と感じ、外出をためらうことが「ある」と答えた方の割

合は 34%であり、一般地域の 26%よりも多くなっています。その理由としては、「便数が少なく

乗りたい時間に運行していない」や「車いすやベビーカー等での移動が困難」というようなもの

が多く挙げられています。 

 
図 2.52 外出をためらうことがある割合 

※市民意識アンケート・交通不便地域アンケート：問 2 より 

 
図 2.53 外出をためらうことがあると回答した理由 

※市民意識アンケート・交通不便地域アンケート：問 3 より 
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26%
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特に無い
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特に無い
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交通不便地域(N=610)

56%

29%

24%

8%

16%

17%
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16%
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14%

21%
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47%

26%

19%

9%

22%

16%
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22%

26%

14%

29%

12%

34%

19%

0% 20% 40% 60%

便数が少なく乗りたい時間に運行していない

目的地に行く交通手段がない

移動にお金がかかる

目的地まで公共交通が運行されていない

バスと電車の乗換えが不便・大変

バスとバスの乗換えが不便・大変

公共交通での行き方が複雑

混雑で座れないときがある

体力的につらい

乗り降り（段差）が大変

バス停に待合施設（ベンチ、屋根など）が無い

階段、坂道等があるためアクセスが困難

車いすベビーカー等での移動が困難

その他一般地域(N=467)

交通不便地域(N=545)
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2.多摩市の現状と交通課題
 

 

多摩市の現状と交通課題まとめ 

「人口減少と高齢化（P.4～P.9）」 

 現在の多摩市の総人口は、約 15 万人（平成 27（2015）年）ですが、平成 37（2025）年から減

少傾向に転じ、平成 72（2060）年には、約 10 万人になると予想されています。また、現在の高齢

者率は、26.5%（平成 27（2015）年）ですが、年々増加し、平成 72（2060）年には、43.1%になる

と予想されています。特に多摩ニュータウンエリアでは、その傾向が顕著となっています。 

「健康意識（はじめに、P.2、P.7）」 

多摩市の現状の高齢者は、健康寿命※（平成 29（2017）年公表の東京保健所長会方式（平成 27 

（2015）年））が、都内 49 市区で男性 1位、女性 1 位と高く、元気な高齢者が多く住むまちで、

健康意識も高いと考えられます。また、「健幸都市（スマートウェルネスシティ）」の実現に向け

た取り組みを実施するなど、健康意識を高める取り組みも実施されています。 

「交通不便地域（P.19～P.20）」 

多摩市の鉄道は、4 路線 7駅が存在し、路線バス網は市域全域に張り巡らされています。しかし

ながら、起伏の変化が大きい地区や多摩ニュータウン通りなどの人口が集中している地区でも交

通不便地域が存在しています。 

「道路交通環境（P.10～P.16、P.21）」 

多摩市は、南多摩尾根幹線は概成での整備ですが、都市計画道路は整備済みで歩道の整備率も

高いです。また、多摩市と府中市を結ぶ重要な橋である関戸橋の架替が実施中です。さらに、総

事故件数については、年々減少し、自転車や歩行者の事故についても、年々減少しています。 

「日常の移動（P.22～39）」 

日常生活における移動手段は、自動車が最も多く、次に鉄道、路線バスと続きます。また、移

動目的では、通勤通学が最も多くなっています。 

自宅から駅までの交通手段では、徒歩が多くを占めており、次に路線バスでの移動が多くなっ

ています。また、移動状況としては、市内の自宅から市外の目的地へと移動する人が多く、その

中でも区部への移動が多くを占めています。さらに、ミニバスについては、昼間の利用者数も多

く、通勤通学だけでなく、買い物や通院などに利用される方が多いと推測されます。 

各公共交通の満足度は、半数以上が「満足」または「やや満足」と評価しています。 

「自転車利用環境（P.21、P.40～42）」 

多摩市内は、自動車の通行と分離された自転車歩行者道の整備が進んでいます。また、多摩市

内を通る南多摩尾根幹線は、車線が広く信号も少ないことなどからスポーツサイクル利用者の定

番のコースとなっており、スポーツサイクル利用者の多い路線となっています。 
全国的には、道路交通法の改正や自転車活用推進法の施行により、安全で快適な自転車利用環

境の創出が求められています。  
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2.多摩市の現状と交通課題
 

 

 
多摩市の現状や公共交通の利用実態等を踏まえて、今後取り組むべき交通課題を以下のとおり

整理しました。 
 

課題 1 都市の活力や魅力を維持・向上していくための公共交通サービスの確保 
多摩市では、平成 16（2004）年に「多摩市交通マスタープラン」を策定し、これに基づき

良好な公共交通サービスを提供するためのさまざまな取り組みを推進してきました。今後も、

人口減少社会の到来や多摩ニュータウンの再生など、社会情勢や地域を取り巻く環境の変化

に合わせて、都市の活力や魅力を維持・向上していくための公共交通サービスを提供していく

ことが重要です。 

 

課題 2 公共交通の利便性や快適性の向上 
公共交通は、通勤や通学のための鉄道駅までのアクセス、買物や通院のための外出など、市

民の日常生活や社会生活に欠かすことのできないものです。また高齢化や健康意識の高まり

などにより、市民の交通サービスに対するニーズは多様化しています。したがって、市民のニ

ーズに合わせた移動の利便性や快適性を向上するため、路線バス、ミニバス、タクシー、自転

車、徒歩など、さまざまな交通手段に関する取り組みを実施していくことが重要です。 

 

課題 3 交通不便地域の解消 
公共交通網は、4 路線 7 駅の鉄道駅と市内を張り巡らされたバス交通網により、非常に発達

しており、ほとんどの地域から徒歩で鉄道駅またはバス停に無理なくアクセスすることがで

きます。しかしながら、一部の地域においてはバス停までの距離が 300m 以上あったり、居

住エリアとバス停の高低差が 10m 以上あったりする状況があります。高齢社会の中で、「健

幸に暮らせるまちづくり」を実現していくためには、この改善に取り組む必要があります。 

 

課題 4 安全で円滑な道路交通環境の維持・向上 
多摩市は計画的な道路整備により、都市計画道路や歩道の整備率が高く、近年では交通事故

件数も年々減少しています。この安全で円滑な道路交通環境を今後も維持・向上していくため

には、南多摩尾根幹線の整備や関戸橋の架け替えなどの事業の進捗状況を見守るとともに、計

画的な生活道路の整備や交通安全の啓発活動を継続していく必要があります。 

 

課題 5 安全で快適な自転車利用環境の創出 
道路交通法の改正や自転車活用推進法の施行により、安全で快適な自転車利用環境の創出

が全国的な課題になっています。多摩市は、これまで計画的に自転車歩行者道の整備を進めて

きました。今後、自転車利用者がルールを守りながら、安全かつ快適に走行することができる

ように、多摩市における自転車利用環境のあり方を検討し、それに基づく取り組みを推進して

いく必要があります。 

 

2.3 多摩市の交通課題 
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 

3. 基本的な方針と計画目標 
 

 
多摩市では、「第五次多摩市総合計画」及び「多摩市都市計画マスタープラン」において、まち

づくりの方向性を示しています。本計画では、その方向性を実現していくための交通に関する基

本的な計画を定めています。 
 

第五次多摩市総合計画（基本構想） 
「第五次多摩市総合計画」は、多摩市の将来都市像とまちづくりの基本的な方向性を示し、多

摩市のさまざまな行政計画の中で最上位に位置づけられる計画です。基本構想は、平成 23（2011）
年度から概ね 20 年後の平成 43（2031）年度を見据えて、まちづくりの基本理念のもと「将来都

市像」、「目指すまちの姿」、「実現に向けた基本姿勢」などを示しています。 
 

将来都市像 
「みんなが笑顔 いのちにぎわうまち 多摩」 

目指すまちの姿 
① 子育て・子育ちをみんなで支え、子どもたちの明るい声がひびくまち 
② みんなが明るく、安心して、いきいきと暮らしているまち 
③ みんなで楽しみながら地域づくりを進めるまち 
④ 働き、学び、遊び、みんなが活気と魅力を感じるまち 
⑤ いつまでもみんなが住み続けられる安全で快適なまち 
⑥ 人・自然・地球 みんなで環境を大切にするまち 

 
 

第五次多摩市総合計画（第 2 期基本計画） 
第 2 期基本計画は、平成 27（2015）年度から概ね 10 年間において基本構想に定めた「目指す

まちの姿」を実現するための政策、施策、財政の見通し等を示しています。基本計画では、持続

可能なまちづくりを推進するための基本的な考え方として、以下の 3 つを示しています。 

   
 

市民 

市内に住む人だけでなく、仕事先や学校が市内にある人、市内で事業を営んでいる法人、市内で活動する団体（NPO
団体・自治会等）を含む（多摩市自治基本条例第 3 条第 2 項）。  

3.1 まちづくりの方向性 

健幸都市（スマートウェルネ

スシティ）・多摩の創造 

身体面での健康だけでな

く、だれもが幸せを実感で

きるまち 

市民※がデザインする 

まち・多摩の創造 

市民が主体的に地域課題

の解決に取り組むまち 

発信！未来へつなぐまち 

・多摩 

まちの魅力をさらに高め、

持続可能で未来につなが

るまち 
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 

多摩市都市計画マスタープラン 
都市計画マスタープランは、平成 25（2013）年度から概ね 10 年後を見据えて、都市及び地域

の望ましい都市像を明らかにし、都市計画として実現していくための方針を示したものです。都

市計画マスタープランでは、多摩市が持続的に発展していくためには、豊かな自然的環境を守り

つつ、多摩地域の拠点都市としての活力の維持・向上を図り、誰もが安全かつ快適に暮らせる活

気と魅力にあふれた都市の実現を目指すことが重要であるとしています。そして、以下に示すま

ちづくりの将来像を定めています。 
 

まちづくりの都市像 「安全で活気と魅力あふれる都市
ま ち

 多摩」 

 

その他関連計画 
 今後予想される人口減少や、高齢化の進展に関して多摩市では「多摩市まち・ひと・しごと創

生総合戦略（平成 27（2015）年度）」や「多摩市健幸まちづくり基本方針（平成 28（2016）年度）」、

「多摩市ニュータウン再生方針（平成 27（2015）年度）」などで以下のような取り組みを実施し

ています。 

「多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27（2015）年度）」 
 「多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27（2015）年度）」では、1～3 の基本目標と

そのベースとなる基本目標 4 を軸に、「多様な就業を支える環境づくり」「“健幸”に暮らせるまち

づくり」「新たな交流の促進と若い世代の呼び込み」「仕事と子育てを両立できる地域づくり」を

取り組むことを掲げています。具体的には、シニア世代の活躍支援や若い世代・子育て世代の転

入・移住促進、健康寿命を延伸する取り組み、市民の多様な活動を支える環境整備などが挙げら

れています。 

 
図 3.1 「多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略における 4つの基本目標」 

出典：「多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27（2015）年度）」 
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 
「多摩市健幸まちづくり基本方針（平成 28（2016）年度）」 
 「多摩市健幸まちづくり基本方針（平成 28（2016）年度）」では、「第五次多摩市総合計画」

における、健幸都市・多摩の創造に向け、健幸まちづくりの全体像と行政としての健幸まちづく

りに取り組む際の基本姿勢等を示しています。 

 健幸まちづくりの体系のひとつである「健幸的な生活の獲得支援」では、例えば、身体的な活

動量を増やすような「健幸的な生活」を実践しやすい環境づくりを行うこととしています。併せ

て、歩行者専用道路や坂道・階段などの多摩市の魅力を活用し、事業を展開することを方向づけ

ています。 

 
図 3.2 「健幸まちづくりの体系と展開方針」 

出典：「多摩市健幸まちづくり基本方針（平成 28（2016）年度）」 

  
健幸 
多摩市健幸まちづくり基本方針（平成 29（2017）年 3 月）では、『「健康」と「幸せ」の両方が備わり、自分らし
く毎日いきいき暮らしている状態』と定義。
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 

「多摩市ニュータウン再生方針（平成 27（2015）年度）」 

多摩ニュータウンでは、建物の老朽化や少子高齢化の進展により、大規模な団地建替えや既存

ストックを活用したリニューアルが実施されはじめており、それに伴い子育て世帯などの若い世

代が流入してきています。しかしながら、建替えなどを行った団地についても、同じ世代が一度

に入居すると、将来的には再び、一斉に住民の高齢化と、建物の老朽化が想定されます。そこで

多摩市では「多摩市ニュータウン再生方針（平成 27（2015）年度）」を策定し、「“再活性化+持続

化”による多摩ニュータウンの再生」を全体目標に掲げ、同方針では「持続可能なまちを実現す

る、まち全体のあり方や方向性を共有して行動する」ことを全体方針として示し、3 つの個別方針

「まちの基盤や多様な拠点をコンパクトに再編・強化する」「多様な世代が住み続けられる住まい・

住環境へと再生する」「コミュニティ活動や生活を豊かにする取り組みで循環型のサービスを展開

する」を掲げています。再生に向けては、若い世帯を惹きつけ呼び込んだ後、ライフステージに

合わせて地域内を自由に住み替え出来る循環構造をまちが備えます。「市街地縮小型」ではなく、

その地域の循環構造を支える「多様な拠点の強化連携型」で、まちのコンパクトな再編を実施し、

その多彩な拠点や小拠点ごとに、暮らしを支える機能や、新しいライフサイクルを支える機能を

維持・充実をすることで、多摩ニュータウンの再生を目指しています。 

 
図 3.3 「多摩ニュータウンの将来的な都市像イメージ」 

出典：「多摩市ニュータウン再生方針（平成 28（2016）年）」 
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 
「多摩センター駅周辺地区都市再生整備計画（平成 29（2017）～33（2021）年度）」 

 「多摩センター駅周辺地区都市再生整備計画（平成 29（2017）～平成 33（2021）年度）」で

は、「コンパクトな都市構造への再編を目指す多摩ニュータウンの広域拠点・駅拠点にふさわしい

魅力と賑わいあふれる街づくり」を大目標として、「多摩センター地区らしい賑わいあふれる空間

づくりによる都市機能の誘導」「住民や来訪者に”やさしい”街の推進（おもてなし、ユニバーサ

ルデザイン）」「まちづくりへの住民、企業等の主体的な参加の推進」の 3 つの目標が掲げられて

います。具体的には、オープンカフェ設置（特例道路占用区域の活用）による賑わいの創出、ス

トリートファニチャー等の整備や老朽化したペデストリアンデッキ※の改良による安全で安心な

通行動線の確保・高質な滞留空間の創出、エスカレーター、エレベーター、スロープ等の整備に

よる駅周辺の歩行者空間の安全性と快適性の向上、駅前広場の再整備による交通結節点の円滑な

動線確保、駅周辺案内板、バリアフリー※ルートの誘導案内サイン等の設置による、来訪者にとっ

てわかりやすい空間への整備等が挙げられています。 

 

図 3.4 「整備方針概要図」 

出典：「多摩センター駅周辺地区都市再生整備計画（平成 29（2017）年）」 
 

ペデストリアンデッキ 

歩行者の安全と自動車処理の効率化を図るために、建物と接続して建設された、歩行者と自動車を分離する歩行

者の通行専用の高架構造物。 
バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去する（フリー）という意味で、もともと

住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にし

ている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられます。 
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 

 
公共交通は、人々が日常生活や社会生活を営むにあたり欠かすことができない通勤、通学、通

院、その他の人や物の移動を円滑に行うために、必要不可欠なものです。交通政策基本法（平成

25（2013）年法律 92 号）では、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携し、面的な公共

交通ネットワークを再構築することを求めています。 
公共交通の維持や改善は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、産業、健康、福祉、

教育、環境等、さまざまな分野で大きな効果をもたらします。本計画では、公共交通に求められ

る役割として、以下の 4 つがあると捉えています。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
拠点 

①広域拠点（多摩センター駅周辺、聖蹟桜ヶ丘駅周辺）は、都市形成に資する諸機能が集積し、多世代に魅力的な

拠点形成を目指す。（参考：多摩市都市計画マスタープラン） 
②連携拠点（永山駅周辺、唐木田駅周辺）は、広域拠点と連携し、住宅都市に必要とされる諸機能の集積を図り、

豊かな暮らしを支える拠点形成を目指す。（参考：多摩市都市計画マスタープラン）  

3.2 公共交通が果たすべき役割 

「市民の移動手段の確保」 

運転できない子ども、高齢者、障がい者、妊婦等の交通手段の確保 

「コンパクトシティの実現」 

駅を中心とした拠点※どうし、あるいは拠点と居住エリアを結ぶ交通手段の提供 

「まちのにぎわいの創出や健康増進」 

外出機会の増加によるまちのにぎわいの創出や「健幸に暮らせるまちづくり」 

「人の交流の活発化」 

移動の利便性や回遊性の向上による人の交流を活発化 
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 
広域公共交通 
公共交通のうち、日常的な生活圏を超え、広範な地域の人々を対象としたサービスを提供するもの（本計画では、

主に鉄道を指す）。 

 

 
まちづくりの方向性や公共交通が果たすべき役割を踏まえ、基本的な方針を以下のように設定

しました。 

方針① 公共交通の活性化に向けた取り組みの方向性 
多摩市では、上記の公共交通の役割を果たすため、積極的に公共交通の活性化に向けた取り組

みを実施していきます。 

広域公共交通※の充実 
市内には、京王線（聖蹟桜ヶ丘駅）、京王相模原線（京王永山駅、京王多摩センター駅）、小田急

多摩線（小田急永山駅、小田急多摩センター駅、唐木田駅）、多摩都市モノレール（多摩センター

駅）の 4 路線 7 駅が整備されています。 
これら既存路線に関しては、交通事業者や市民との連携により、利便性の向上、輸送力の増強、

高齢社会への対応、環境負荷の軽減など、さまざまな課題に対応し、広域公共交通の充実を図っ

ていきます。 
また、平成 28（2016）年 4 月に国の交通政策審議会の答申により、小田急多摩線の延伸（唐木

田～相模原～上溝）及び多摩都市モノレールの延伸（上北台～箱根ヶ崎、多摩センター～八王子、

多摩センター～町田）が「東京圏の都市鉄道が目指すべき姿」を実現するうえで意義のあるプロ

ジェクトのひとつとして位置づけられました。多摩市では、これらの推進を図るため、引き続き

関係機関との協議を進め、広域公共交通の利便性のさらなる向上を目指します。 

市内公共交通の充実 
市内公共交通は、一部の地域を除き徒歩

圏（500m 以内）に路線バスまたはミニバ

スのバス停が整備されており、他都市と比

較して充実したバス交通網が整備されて

います。 
その一方、坂や傾斜の多い丘陵地の特

性、高齢者や障がい者等の移動のしやす

さ、健幸まちづくりによる外出機会の増加

への対応などに配慮した市内公共交通の

充実が求められています。多摩市では、拠

点間または拠点と居住エリアを結ぶ交通

手段として、交通不便地域の解消、利便性

や快適性の向上、高齢社会への対応など、

さまざまな課題に取り組んでいきます。 
そのひとつとして、平成 29（2017）年

度に実施した「多摩市地域密着型交通実証

3.3 基本的な方針 

学校や 

企業等の 

送迎バス 

病院や 
福祉施設 
の送迎 

利用者特性 

輸
送

形
態

（
輸

送
効

率
）

 

乗合輸送 
（高い） 

個別輸送 
（低い） 

不特定 特定

路線バス 

マイカー

（送迎等）
タクシー 

図 3.5 地域密着型交通の位置づけ

地域密着型交通 

ミニバス 
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 
広域公共交通 
公共交通のうち、日常的な生活圏を超え、広範な地域の人々を対象としたサービスを提供するもの（本計画では、

主に鉄道を指す）。 

実験運行事業」の結果を踏まえ、地域密着型交通の本格運行を目指していきます。その中でミニ

バスに関しては、路線バスと一体となり市内公共交通網の「幹線」を担うものと地域密着型交通

として「支線」を担うものに再編を図っていきます。 
市内公共交通の幹線となる路線バス（一部ミニバスを含む）に関しては、バス事業者と連携し

ながら現在のサービス水準の維持・向上を目指します。具体的には、運行経路の見直しを含めて

通勤・通学者等が求める速達性や定時性の向上を図るとともに、鉄道や支線公共交通との乗換え

の利便性や快適性の向上、バス停までの徒歩によるアクセスのしやすさの改善、バス停施設（上

屋、ベンチ等）の整備などに取り組んでいきます。 
市内公共交通の支線となるミニバスに関しては、市民の日常生活を支援する新たな交通サービ

ス「地域密着型交通」として再編することにより、交通不便地域の解消、坂や傾斜等のバリアに

よる外出制約の改善を図っていきます。また、現在運行されている病院送迎バスや福祉タクシー

等の個別輸送サービスに関しては、状況の把握を行い、交通事業者・NPO・福祉部門とも協議し

ながら、公共交通と個別輸送サービス等との連携強化を図ります。 

方針② 多摩ニュータウン再生との一体性 
多摩ニュータウンは、昭和 46（1971）年に諏訪・永山地区で行われた第一次入居開始から約半

世紀が経過し、建物等の老朽化、人々の高齢化、ライフスタイルの変化等に伴い、課題が顕在化

してきています。多摩市では平成 25（2013）年から多摩ニュータウン再生検討会議を設置し、さ

まざまな検討を進めてきました。そして、平成 28（2016）年 3 月に「多摩市ニュータウン再生方

針」を策定しました。 
この中で多摩ニュータウンが目指す将来像として、駅拠点と複数の小拠点を形成し、これをネ

ットワーク化する拠点連携型の計画方針が示されました。多摩市では拠点間における良好な交通

を構築するため、歩行者や自転車ネットワークの強化、道路のバリアフリー化、都市基盤の更新

などに取り組みます。 

図 3.6 多摩ニュータウンが目指す拠点連携型コンパクト

出典：多摩市ニュータウン再生方針（平成 28（2016）年 3 月）
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 

 

方針③ 多様なニーズに対応した交通サービスの組合せ 
交通サービスに対する市民のニーズは多様であり、同一の目的地へ向かう場合にも選択する交

通手段は異なります。例えば、通勤・通学者の多くは、交通手段を検討する際に目的地までの速

達性を重視すると考えられます。その一方、高齢者は少なからず体への負担が少ないことを優先

すると考えられます。このニーズに対応するためには、居住地になるべく近い位置から交通サー

ビスを利用できるようにすることが重要ですが、その場合、速達性は低下すると考えられます。 
このように市民の多様なニーズに対応した公共交通網を形成するためには、ニーズに応じて交

通手段の組合せが可能なようにしておくことが必要になります。多摩市では、市内公共交通とし

て、路線バス、ミニバス、地域密着型交通、自転車、徒歩等の交通手段選択を念頭に、それぞれに

ついてサービス水準の維持、向上を図っていきます。また、バス停や駐輪場等における乗換えが

スムーズに行えるように、さまざまな取り組みを行っていきます。 

 

方針④ 市民や交通事業者との連携 
公共交通は、通勤、通学、通院などの市民の日

常生活における移動の根幹であり、市民中心の

考え方に基づく交通サービスの提供が重要で

す。公共交通に対するニーズは、地域、年齢、生

活スタイル等により多様化しており、公共交通

が求められている役割を果たすためには、市民

の主体的な参画が不可欠です。また、第五次多摩

市総合計画（第 2 期基本計画）では、持続可能な

まちづくりを推進するための基本的な考え方の

ひとつとして、「市民がデザインするまち・多摩

の創造」を掲げています。 
多摩市では、市民、交通事業者、行政が連携しながら、公共交通が求められている役割を果た

すための取り組みを推進していきます。 

自宅 拠点

※駅周辺など

地域密着型

バス停 

駐輪場 

路線バス 
バス停 

乗換え 
バス停 

徒歩

徒歩

自転車

徒歩

徒歩

徒歩

徒歩

徒歩

地域密着

型交通

路線バス 

路線バス 

図 3.7 多様な交通手段選択の可能性 

タクシー

市民 交通事業者 

行政 

再編や施策への

主体的な参画 
良好な交通 
サービスの提供

施策の推進（支

援、誘導等） 

図 3.8 公共交通網再編に向けた連携
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 

 

 

まちづくりの方向性 

【第五次多摩市総合計画（基本構想）】 

将来都市像 「みんなが笑顔 いのちにぎわうまち 多摩」 

【第五次多摩市総合計画（第 2期基本計画）】 

 

   
【多摩市都市計画マスタープラン】 

まちづくりの都市像 「安全で活気と魅力あふれる都市
ま ち

 多摩」 
  

 

公共交通が果たすべき役割 

  

  
 

方針① 公共交通の活性化に向けた取り組みの方向性 
【広域公共交通の充実】交通事業者（鉄道）や市民との連携によるサービスの維持・向上 

【市内公共交通の充実】交通事業者（バス、タクシー等）、NPO 等との連携によるサービス 

の維持・向上、ミニバスの「地域密着型交通」への再編 
 

方針② 多摩ニュータウン再生との一体性 
【多摩ニュータウンが目指す将来像】 
「駅拠点と複数の小拠点形成し、これをネットワーク化する拠点連携型の計画方針」 

 拠点間における良好な交通の構築 

（歩行者や自転車ネットワークの強化、道路のバリアフリー化、都市基盤の更新など） 
 

方針③ 多様なニーズに対応した交通サービスの組合せ 
【多様な交通手段選択の実現】 

・市内公共交通として路線バス、ミニバス、地域密着型交通、自転車、徒歩等の交通手段

選択を念頭にした、それぞれのサービス水準の維持、向上 

・バス停や駐輪場等における乗換えのスムーズ化 
 

方針④ 市民や交通事業者との連携 
【 市民の主体的な参画 】市民中心の考え方に基づく交通サービスの提供を目指した公共交

通網再編に向けた、市民、交通事業者、行政の連携 

持続可能なまちづくりを推進するための基本的な考え方のひとつ

に、「市民がデザインするまち・多摩の創造」を掲げています。 

「人の交流の活発化」 「まちのにぎわいの創出や健康増進」 

「コンパクトシティの実現」 「市民の移動手段の確保」 

3.4 基本的な方針まとめ 

健幸都市（スマートウェルネス

シティ）・多摩の創造 

【第五次多摩市総合計画】

（第 2 期基本計画） 

発信！未来へつなぐまち・

多摩 

市民がデザインするまち・

多摩の創造 
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3. 基本的な方針と計画目標
 

 

 

 
まちづくりや公共交通の取り組みの方向性、公共交通が果たすべき役割や課題を踏まえ、多摩

市が目指す将来像の実現に向けた計画目標を以下のように設定しました。 

課題 1 
都市の活力や魅力を維持・向上して

いくための公共交通サービスの確保

 目標 1 
まちの魅力をさらに高める 
広域公共交通の充実 

  
課題 2 
公共交通の利便性や快適性の向上 

 目標 2 
多摩市のまちづくりを支える 
市内公共交通網の再構築 

  
課題 3 
交通不便地域の解消 

 目標 3 
多様なニーズに対応した 
交通サービス水準の向上 

  
課題 4 
安全で円滑な道路交通環境の 
維持・向上 

 目標 4 
市民が主体的に参画する 
交通施策の展開 

  
課題 5 
安全で快適な自転車利用環境の創出

 

  

 

目標 1 まちの魅力をさらに高める広域公共交通の充実 
交通利便性の向上とともに、まちのにぎわいの創出や人の交流の活発化を目指して、小田急

多摩線や多摩都市モノレールの延伸、既存路線のサービス向上等に取り組みます。 
 

目標 2 多摩市のまちづくりを支える市内公共交通網の再構築 
多摩市が目指すまちづくりの実現、多摩ニュータウンの再生、交通不便地域の解消に向け

て、市内公共交通網の再構築に取り組みます。 
 

目標 3 多様なニーズに対応した交通サービス水準の向上 
通勤通学、通院等の日常生活における移動だけでなく、健康づくりやスポーツ、レジャー等

を含む多様な移動のニーズを踏まえて、交通サービス水準の向上に取り組みます。 
 

目標 4 市民が主体的に参画する交通施策の展開 
「市民がデザインするまち・多摩の創造」の考え方に基づき、市民、交通事業者、行政が連

携しながら交通政策を展開していきます。 

 

3.5 計画目標 
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4. 目標達成に向けた事業計画
 

 
UD（ユニバーサルデザイン）タクシー 
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というコンセプトのもと、車いす使用者に限らず、 足腰の弱い方、

妊娠中の方、ベビーカー利用の親子連れなども含め、様々な方に対応したタクシー。 

 

4. 目標達成に向けた事業計画 
 

 
多摩市では目指す将来像の実現に向けて、4 つの計画目標に基づき、以下に示す事業計画に取

り組んでいきます。 
 

目標 1 まちの魅力をさらに高める広域公共交通の充実 
交通利便性の向上とともに、まちのにぎわいの創出や人の交流の活発化を目指して、小田急

多摩線や多摩都市モノレールの延伸、既存路線のサービス向上等に取り組みます。 

 
 

目標 2 多摩市のまちづくりを支える市内公共交通網の再構築 
多摩市が目指すまちづくりの実現、多摩ニュータウンの再生、交通不便地域の解消に向け

て、市内公共交通網の再構築に取り組みます。 

 

4.1 各目標に対する事業計画の概要 

事業 1-Ⅰ 既存路線の交通サービス水準の向上 
京王線、京王相模原線、小田急多摩線、多摩都市モノレールに関して、交通事

業者や市民と連携しながら、利便性の向上や輸送力の増強に取り組みます。 

事業 1-Ⅱ 鉄道ネットワークの強化 
多摩都市モノレールおよび小田急多摩線の延伸について、関係機関と協議を進

め、事業促進を図ります。 

事業 2-Ⅰ 市内公共交通網の再編と交通不便地域の解消 
地域公共交通再編実施計画を作成し、その計画に基づき市内公共交通網の再編

に取り組みます。その中で交通不便地域の解消を図ります。 

事業 2-Ⅱ 交通結節点における乗換えの利便性や快適性の向上 
鉄道駅等の交通結節点における施設整備、バリアフリー化、情報提供などによ

り、乗換えの利便性や快適性の向上に取り組みます。 

重点事業 1

事業 2-Ⅲ バス停の施設整備とアクセス機能改善による利便性向上 
バス停施設（上屋、ベンチ、情報提供等）の整備とバス停までの徒歩によるア

クセスのしやすさの改善に取り組みます。 

事業 2-Ⅳ 人と環境にやさしいバスやタクシー車両の普及 
公共交通機関の率先的な低公害車の導入促進と誰もが快適に利用でき、車いす

もそのまま乗車することが可能な「UD（ユニバーサルデザイン）タクシー※」の

普及に取り組みます。 
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4. 目標達成に向けた事業計画
 

超小型モビリティ 
自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能にも優れ、地域の手軽な移動の足となる 1 人～2 人乗り程度の車

両。 

 

目標 3 多様なニーズに対応した交通サービス水準の維持・向上 
通勤通学、通院等の日常生活における移動だけでなく、健康づくりやスポーツ、レジャー等

を含む多様な移動のニーズを踏まえて、交通サービス水準の維持・向上に取り組みます。 

 
 

目標 4 市民が主体的に参画する交通施策の展開 
「市民がデザインするまち・多摩の創造」の考え方に基づき、市民、交通事業者、行政が連

携しながら交通政策を展開していきます。 

 
 

モビリティ・マネジメント 
1 人 1 人のモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車利用から公共交通等を適切

に利用する等）に変化することを促す、コミュニケーションを中心とした交通政策。 
カーシェアリング 
特定の自動車を複数の会員が共同で利用するサービスやシステム。  

事業 3-Ⅱ 総合的かつ計画的な交通安全施策の推進 
「第 10 次多摩市交通安全計画（平成 28（2016）年度～平成 32（2020）年度）」

に基づき、交通事故の着実な減少と交通災害の防止に取り組みます。 

事業 3-Ⅲ 計画的な道路整備と都施行事業の促進 
「多摩市道路整備計画（平成 27 年度見直し版）」に基づく計画的な道路整備を

行います。また南多摩尾根幹線整備や関戸橋架替事業の促進を図ります。 

事業 3-Ⅰ 安全で快適な利用環境の創出による自転車活用の推進 
平成 29（2017）年 5 月に施行された「自転車活用推進法」の基本理念及び基本

方針に基づき、安全で快適な自転車利用環境の創出に取り組みます。 

重点事業 2

重点事業 3

事業 3-Ⅳ 人と環境にやさしい道路交通環境の実現 
歩道のバリアフリー化、道路緑化、電線類地中化等の推進や生活道路における

車両走行速度の低減など、道路交通環境の充実に取り組みます。 

事業 4-Ⅰ モビリティ・マネジメント※による健幸まちづくりの推進 
市民が自発的に「健幸に暮らせるまちづくり」の視点に立ち、個人的にも社会

的にも望ましい交通行動へ転換していくための施策に取り組みます。 

事業 4-Ⅱ 交通安全教育の充実と交通安全意識の啓発 
学校、警察、保護者、関係団体、行政が連携し、地域ぐるみで交通安全教育の

充実を図ります。また地域における交通安全の啓発活動を推進していきます。 

事業 4-Ⅲ 次世代交通サービスの導入可能性の検討 
市民や交通事業者と連携しながら、超小型モビリティ※、自動運転、カーシェア

リング※などの組合せによる地域密着の次世代交通サービスの検討を行います。 
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4. 目標達成に向けた事業計画
 

 
トリガー方式 
交通事業者と利用者が合意（協定の締結）の上で運賃や路線の新設・延長、運行ダイヤの増便などを決定するもの

で、新規取組路線に関する採算ライン（利用者数による指標設定を想定）を設定し、それを下回った場合は取組を

止めることができるという方式。 
 

 

 
重点事業に関する具体的な事業内容と事業主体等は以下とおりです。 

 

 

目標 2 多摩市のまちづくりを支える市内公共交通網の再構築 

事業 2-Ⅰ 市内公共交通網の再編と交通不便地域の解消 

事業内容 地域公共交通再編実施計画を策定し、計画に基づき市内公共交通網の再編に

取り組みます。計画の策定にあたっては、以下に示すような事業について検討を

行っていきます。 
(1) 市内公共交通網の再編 
市内公共交通網は、路線の維持や速達性、定時制の確保等の強化を行う路

線とバス以外の手段の検討や、ルートの再編等を検討する路線として、それ

ぞれ「幹線」と「支線」に再編します。 
路線バスは、市内公共交通網の「幹線」を担うものとして、現在のサービス

水準の維持・向上を目指していきます。 
ミニバスは、路線バスと一体となり市内公共交通網の「幹線」を担うものと

地域密着型交通として「支線」を担うものに再編します。その再編に合わせ

て、交通不便地域の解消に取り組みます。 
地域密着型交通の運行は、実証実験を基に地域の実情に合わせた交通手段

（路線ﾊﾞｽ、ﾐﾆﾊﾞｽ、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽ※、ﾀｸｼ （ー乗合ﾀｸｼｰ※）等）を検討していきます。

運行後の交通手段や路線・便数の変更等については、トリガー方式※を採

用することで、地域の実情に合った交通網の実現を図ります。 

  
(2) 地域密着型交通の実証実験の実施 
平成 30（2018）年度にタクシーを活用した地域密着型交通の実証実験の実

施に向けた協議・調整を行います。また、それ以降に関しても、必要に応じて

地域密着型交通手段について、実証実験も含めて検討して行きます。 

(3) 公共交通と個別輸送サービスの連携強化 
現在運行されている病院送迎バスや福祉タクシー等の個別輸送サービスに

関しては、状況の把握を行い、交通事業者・NPO・福祉部門とも協議しなが

ら、公共交通と個別輸送サービス等との連携強化を図ります。 
 

実施主体 多摩市、交通事業者 
実施期間 平成 30（2018）年度～ 

平成 39（2027）年度 

4.2 重点事業について 

重点事業 1 
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4. 目標達成に向けた事業計画
 

乗合タクシー 
個別輸送型の公共交通機関であるタクシーを、乗合自動車として運行するもの（バスとタクシーの中間的なサービス）。 
BRT 
Bus Rapid Transit の略で、連節バス、PTPS（公共車両優先システム）、バス専用道、バスレーン等を組み合わせることで、速達性・定時性の確保や輸送能力の増大が可能となる高次の機能を備えたバスシステム。 
 

多摩市地域公共交通再編イメージ  
  

デマンドバス 
利用者の呼び出しに応じて、バスが利用者の場所へ寄り乗降するシステム。 

凡例 

バス停 

ミニバス 

路線バス 
 

バス停からの高低差が 10m 以上の地域 
（鉄軌道駅から 500m 圏内は除く） 

 
バス停から 300m 以上離れた地域 
または鉄軌道駅から 500m以上離れた地域 

幹線 

 
再編検討区域 

公共交通網の再編前 

公共交通網の再編後 イメージ

公共交通網 
の再編 

 交通手段 方向性 

幹線 路線バス･ミニバス 
・サービス水準や路線等の維持を行う路線と、速達性や定時性の確保や輸送力の増大等（BRT※等）に向けた取り組みの検討を行う強化対象路線を設定し、地域の

実情に応じた再編を行います。 

支線 
ミニバス･デマンドバス･ 

タクシー（乗合タクシー含む）等 

・バス以外の手段の検討や、ルートの再編等を検討する路線 
・「支線」を担うミニバスは、「地域密着型交通」として再編します。「地域密着型交通」は、ミニバスの他にデマンドバスやタクシー（乗合タクシー含む）等の運

行を検討し、市民意見を聴取し、実証実験を通じて、地域の実情に応じた交通手段を検討していきます。 
・運行後の交通手段や路線・便数の変更等については、トリガー方式を採用することで、地域の実情に合った交通網の実現を図ります。 
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4. 目標達成に向けた事業計画
 

 

 

目標 3 多様なニーズに対応した交通サービス水準の維持・向上 

事業 3-Ⅰ 安全で快適な利用環境の創出による自転車活用の推進 

事業内容 本計画において、「自転車ネットワーク計画」を策定し、その計画に基づき自

転車利用環境の創出を推進します。以下に、「5. 自転車ネットワーク計画」に

おいて詳述する計画の概要を示します。 

(1) 基本方針 
自転車活用推進法の基本方針と前述の「2. 多摩市の現状と交通課題」を踏ま

えて、歩行者や自転車の安全性や快適性の向上に加えて、健康、環境、レクリエ

ーション等の地域の課題やニーズに応じた安全で快適な自転車利用環境を創出す

ることを基本方針とします。 
 

(2) 計画目標 

 
(3) 対象エリア 
本計画の対象エリアは、多摩市全域とします。 
 

(4) 路線選定の方針 
自転車ネットワーク路線は、以下に示すような路線を適宜組み合わせることに

より選定しました。 
 鉄道駅と居住エリアを結ぶ路線 
 通勤、通学などの自転車利用者が多い路線（駐輪場アンケートより） 
 健康づくりやレクリエーションのためのサイクリングに適した路線 
 その他自転車ネットワークの連続性を確保するために必要な路線 

 
(5) 自転車ネットワーク路線図（案） 
選定した路線による自転車ネットワーク路線図（案）を示します。 
 

(6) 自転車ネットワークの事業スケジュール 

 

実施主体 多摩市、東京都 実施期間 平成 29（2017）年度～ 

(1) 安全 歩行者、自転車、自動車が安全安心に通行できる道路交通環境の確保 
 
(2) 健幸 自転車による健幸まちづくりの推進 
 
(3) 交流 鉄道駅や交通拠点におけるにぎわいの創出や交流の活発化 
 
(4) 環境 公共交通機関と連携した環境にやさしい移動の促進 

重点事業 2 
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